
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
七
日
提
出

質

問

第

五

七

号

国
の
自
殺
対
策
や
精
神
保
健
医
療
福
祉
施
策
を
方
向
づ
け
る
検
討
会
の
構
成
員
の
利
益
相
反
に
関
す
る
質
問
主

意
書

提

出

者

小

池

政

就
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国
の
自
殺
対
策
や
精
神
保
健
医
療
福
祉
施
策
を
方
向
づ
け
る
検
討
会
の
構
成
員
の
利
益
相
反
に
関
す
る
質
問
主

意
書

内
閣
府
自
殺
対
策
推
進
会
議
、
内
閣
府
自
殺
対
策
官
民
連
携
協
働
会
議
、
厚
生
労
働
省
精
神
障
害
者
に
対
す
る
医
療
の
提
供

を
確
保
す
る
た
め
の
指
針
等
に
関
す
る
検
討
会
で
、
そ
れ
ぞ
れ
座
長
を
務
め
た
独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ

ン
タ
ー
現
総
長
は
、
国
の
自
殺
対
策
や
精
神
保
健
医
療
福
祉
施
策
を
方
向
づ
け
る
重
要
な
地
位
に
い
る
。

ま
た
、
同
セ
ン
タ
ー
総
長
の
贈
与
等
報
告
書
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
六
日

ま
で
、
講
演
料
・
助
言
へ
の
謝
礼
な
ど
合
計
�
��
�
�
��
�
	
�
円
の
金
銭
を
製
薬
会
社
等
か
ら
受
け
取
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
実
を
踏
ま
え
て
、
以
下
の
通
り
質
問
す
る
。

一

今
後
、
検
討
会
等
に
て
、
構
成
員
の
利
益
相
反
関
係
に
つ
い
て
、
申
告
・
公
表
す
る
予
定
は
な
い
の
か
。

二

前
記
検
討
会
等
に
て
国
の
自
殺
対
策
や
精
神
保
健
医
療
福
祉
施
策
が
方
向
づ
け
ら
れ
る
以
上
、
検
討
会
構
成
員
の
利
益
相

反
関
係
を
明
ら
か
に
せ
ず
に
検
討
会
を
進
め
る
こ
と
は
、
国
民
の
不
信
感
を
招
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
か
。

三

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
医
薬
品
第
一
部
会
、
第
二
部
会
な
ど
で
は
、
構
成
員
が
受

け
取
っ
た
寄
付
金
・
契
約
金
の
額
や
献
金
を
行
っ
た
企
業
名
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

一



ど
の
よ
う
な
基
準
を
用
い
て
、
構
成
員
の
利
益
相
反
関
係
の
公
表
・
非
公
表
を
決
定
し
て
い
る
の
か
、
伺
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


